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奥多摩町においては、平成 23 年 10 月から西秋川衛生組合に加入しているため、現況には奥多

摩町分を含んでいません。 
 

 

 

可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及

び資源は減少傾向にあります。 

平成 22 年度においては、可燃ごみ

18,491ｔ、不燃ごみ 4,138ｔ、粗大ご

み 947ｔ、資源 5,608ｔ及び集団回収

2,677ｔの合計 31,861ｔとなってい

ます。 

 

 
 
 

 

 

1人1日当たりのごみ排出量は減少

傾向にあり、平成 21 年度において

872g/人･日となっており、東京都平

均、全国平均と比較すると少ない状

況となっています。 

 

 

 

 
 

 

 

粗大ごみ処理施設、不燃物処理･資源化施設においては、粗大ごみ、不燃ごみ及び資源の資源化

処理を行っています。 

集団回収については、あきる野市及び日の出町は古紙類、金属類及びびん類、檜原村は古紙類

及びびん類を対象に行っています。リサイクル率は、平成 21 年度においては 25.6％となってお

り、東京都平均、全国平均と比較すると、高いリサイクル率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《リサイクル率（組合・東京都・国）》        《リサイクル量》 
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● 基本方針１ 「循環型社会形成の推進」 

具体的な方策・施策を定め、適正処理の徹底及び再資源化量の増加を目指します。 

減量化・再使用：組織市町村と連携した、啓発活動を行います。 

再 資 源 化：ごみの分別収集の徹底を図り、資源化と併せて、再生品等の積極的な利用に

努めます。 

余 熱 利 用：中間処理施設における余熱の利用に努めます。 

● 基本方針２ 「適正処理・処分の推進」 

中間処理及び最終処分は、安定安心で環境負荷の少ない処理・処分を行います。 

 

・中間処理施設の計画と維持管理 

資源化できないごみを適正に処理し、環境保全を図るため、長期的に安定した処理性能を維

持できる施設計画を行うとともに、費用対効果の高い適正な維持管理の方法の検討を行います。 

・最終処分場容量の確保 

ごみの減量化・減溶化を行うことにより最終処分場の負荷軽減を図るとともに、すでに埋め

立てられている埋立物を掘り起こし。熱回収施設において溶融することで最終処分場の再生・

延命化を図ります。 

● 基本方針３ 「生活環境・自然環境の確保」 

組織市町村が行うごみの収集・運搬と一体となって適正な中間処理及び適正な最終処分を行う

ことで安定した生活環境の確保と自然環境の保全に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

『環境負荷の少ない資源循環型社会システムの構築』 

豊かな環境を次世代に引き継ぐため、住民・事業者・行政の三者の協働による３Ｒ

の推進により、環境負荷の少ない資源循環型社会システムの構築を目指します。 

基本理念 

基本方針 

計画期間及び目標年度 

計画目標年度 

平成 38 年度 

（2026 年度） 

中間目標年度 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

開始年度 

平成 24 年度 

（2012 年度） 
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       ごみ減量化の目標（資源・集団回収を除く） 

リサイクル率の目標 

最終処分の目標 

 

 

 

 
 

 現況値 
（平成 22 年度）

中間目標年度 
（平成 28 年度）

計画目標年度 
（平成 38 年度） 

1 人 1 日当たりの 

ごみ排出量 639ｇ 612ｇ 583ｇ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 現況値 
（平成 22 年度）

中間目標年度 
（平成 28 年度）

計画目標年度 
（平成 38 年度） 

リサイクル率 26％ 31％ 31％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現況値 
（平成 22 年度）

中間目標年度 
（平成 28 年度）

計画目標年度 
（平成 38 年度） 

最終処分量 4,307ｔ 1,594ｔ 1,507ｔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画目標値 
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基本理念である｢環境負荷の少ない資源循環型社会システムの構築｣のため、「循環型社会形成

の推進」、「適正処理・処分の推進」、「生活環境・自然環境の確保」を目指した施策を展開してい

きます。 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

住 民 

行 政 事業者 

環境負荷の少ない資源循環型社会

システムの構築 

・余分なものは購入しない 

・物を大切に使う 
・分別の徹底 等 

 

・容器包装の簡素化 

・リサイクルの推進 

・分別の徹底 等 

・３Ｒの仕組みづくり 

・環境教育、普及啓発の推進 

・ごみの適正処理 等 

住民・事業者・行政の役割 

基本計画で取り組む施策 

 

 
 

組織市町村と協働で施策を展開することで、ごみの減量化を図っていきます。 

 

 

小学生の社会科見学や組織市町村の企画する、住民を対象とした清掃工場の見学会等を行うこ

とで、ごみの処理過程に直接肌で触れることが出来る環境学習の場を構築し、ごみ減量化に対す

る理解を深めていきます。 

 

 

学校教育の中で既に実施されている、ごみの減量化や環境対策に関する様々な取り組みに対し

て支援や協力をしていきます。 

 

 

ごみ処理業務についての情報を、ホームページ等により定期的に発信することで、住民のごみ

に関する理解を深めていきます。 

1. 組織市町村との協働によるごみ減量化の促進 

2. 環境学習（施設見学）の場の構築 

3. 学校教育に対する支援、協力 

4. ホームページ等による定期的な情報発信 

『循環型社会形成の推進』 
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熱回収施設整備に伴い、ごみの持つエネルギーを可能な限り取り出すため、現在、不燃ごみと

して受入れているプラスチック類（白色トレイを除く。）を可燃ごみとして受入れ、溶融処理によ

り発生する熱エネルギーでごみ発電を行います。（サーマルリサイクル） 

 

 

国が進めている、小型家電からのレアメタル等の回収を目的としたリサイクルに関し、小型家

電の新たな回収システムについて組織市町村と協働し取り組んでいきます。 

 

 

現在の施設が老朽化していることから、ごみ処理施設の整備を行っています。 

また、新ごみ処理施設については、ごみの持つエネルギーを可能な限り取り出し経済的効果を

生み出すことが可能となる施設とします。 

 

 

最終処分場の再生事業の取り組みにより埋め立てられているごみを掘り起こし、また、熱回収

施設で発生した溶融スラグを土木資材等として有効利用を図ることで、組合及び組織市町村の貴

重な財産である最終処分場の延命、再生により循環型社会の構築を図ります。 

1. 熱回収 

2. 新たな回収システムの検討 

3. ごみ処理施設の整備 

4. 最終処分場再生 

『適正処理・処分の推進』 

 

 
 

住民のごみ排出の利便性の向上と、不法投棄の抑制などごみの適正処理を推進していくため、

組織市町村と協議の上、直接搬入ごみの受入れを行います。 

 

 

環境に配慮した処理を進めるため、組織市町村と協働で、環境基準に基づく有害物質の管理及

びダイオキシン類による環境への負荷を低減するため、自主規制値を設け、これらの有害物質の

発生抑制などの対策を講じていきます。 

 

 

ごみ処理施設の適正管理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、廃掃法とい

う。）第８条に基づく維持管理計画による機器の整備やメンテナンスを定期的に実施することによ

り、安定したごみ処理を行います。 

 

 

最終処分場の適正管理については、廃掃法第８条に基づく維持管理計画により適正管理します。

1. 直接搬入ごみの受入 

2. ごみ焼却に伴う環境負荷の低減 

3. 清掃工場の適正管理 

4. 最終処分場の適正管理 

生活環境・自然環境の確保 
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既に建設が始まっている新ごみ処理施設（熱回収施設）は、組合圏域で発生する可燃

ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、リサイクルセンターから発生する残さ及び最終処分場の掘

り起こしごみを処理するとともに、処理に伴い発生する熱を回収し発電等を計画してい

る施設です。 

 

 

 

新たに計画されているリサイクル施設は、組合圏域で発生する缶類、びん類、ペット

ボトルを資源として処理するとともに、白色トレイ、新聞紙、ダンボール、雑誌等、紙

パック、布類、有害ごみ等を保管する施設です。なお、既存の不燃物処理・資源化施設

を一部解体、改修して整備します。 

リサイクル施設 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

項  目 概  要 

施設名称 西秋川衛生組合熱回収施設 

施設規模 処理能力：117t/日（58.5t/日×2炉） 

処理方式 流動床式ガス化溶融炉 

運転時間 24 時間/日 

発電機定格出力 1,900 kＷ 

処理対象物 

①可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及びリサイクルセンターか

ら発生する残さ 

②最終処分場の掘り起こしごみ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

項  目 概  要 

施設名称 西秋川衛生組合リサイクルセンター 

処理能力：11.2t/日 

ストックヤード：420 ㎡ 

対象物 施設規模 

缶  類 4.6t/日 

びん類 5.5t/日 

ペットボトル 1.1t/日 

選
別
・
圧
縮
・ 

圧
縮
梱
包 

合  計 11.2t/日 

対象物 

施設規模 

 

保
管 

白色トレイ、新聞紙、ダンボール、雑誌

等、紙パック、布類、有害ごみ等 

形式及び処理方式 選別、圧縮、圧縮梱包 

運転時間 5 時間/日 

処理対象物 
缶類、びん類、ペットボトル、白色トレイ、新聞紙、ダンボ

ール、雑誌等、紙パック、布類、有害ごみ等 

処理施設の整備計画に関する概要 

熱回収施設 
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現在、組合圏域で発生する廃棄物のうち、高尾清掃センターでリユース（再利用）やリ

サイクル（再生利用）できない資源化不適物及び焼却処理後の焼却残さを埋立てしていま

すが、新しく建設される熱回収施設の稼動後においては、施設から発生する飛灰処理物の

み埋め立てとします。また、現在埋め立てられているごみを掘り起こし、熱回収施設で溶

融処理する最終処分場再生事業により最終処分場の延命化を図ります。 

最終処分施設 

 

熱回収施設内に併設される不燃・粗大ごみ処理設備は、組合圏域で発生する不燃ごみを 

破砕後、鉄を機械選別により回収し、また粗大ごみは、再生を図れるものは再生品とし、金

属等の有価物は選別後、破砕処理を行い、鉄を機械選別により回収します。 

 

新ごみ処理施設では、熱回収施設内に中古品・不用品の修理・再生展示施設を併設し、資料

等の展示及び施設見学者・団体等の受入などによる３Ｒの普及啓発を図ります。 

 

 

 

 
 

 

項目 概 要 

施設名称 西秋川衛生組合不燃・粗大ごみ処理設備（熱回収施設内） 

施設規模 処理能力：27t/日 

形式及び処理方式 破砕・選別 

運転時間 5 時間/日 

処理対象物 家具・寝具、趣味・健康用品 など 

 
 

 

 

 

 

 

項 目 概 要 

施設名称 西秋川衛生組合修理・再生展示施設 

施設規模 延床面積：約 690 ㎡ 

施設内容 中古品・不用品の修理・再生利用品、資料等の展示 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

項 目 概 要 

施設名称 西秋川衛生組合第 2 御前石最終処分場 

施設規模 

総 面 積：30,700 ㎡ 

埋立面積：10,100 ㎡ 

埋立容積：87,000 ㎥ 

形式及び処理方式 準好気性 

処理対象物 焼却残さ及び資源化不適物（熱回収施設の稼動後は飛灰処理物）

 

不燃・粗大ごみ処理設備 

修理・再生展示施設 
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《全体配置図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    《鳥瞰図》（イメージ図） 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

   

   

 

 

施設配置等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

（概要版） 

平成 24 年（2012）2 月発行 

西秋川衛生組合 

【お問い合わせ】 

発行 西秋川衛生組合（高尾清掃センター） 

〒190-0154  東京都あきる野市高尾 521 番地 

ＴＥＬ：（042）596-4418（直） 

ＦＡＸ：（042）596-4592 

http://www.nishiakigawa.or.jp/ 

 

組織市町村（担当課） 

・あきる野市（環境経済部 環境課） 

〒197-0814  東京都あきる野市二宮 350 番地 

ＴＥＬ：（042）558-1111（代） 

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/ 

・日の出町 （生活安全安心課） 

〒190－0192  東京都西多摩郡日の出町大字平井 2780 番地 

ＴＥＬ：（042）597-0511（代） 

http://www.town.hinode.tokyo.jp/ 

・檜原村  （産業環境課） 

〒190-0212  東京都西多摩郡檜原村 467 番地 1 

ＴＥＬ：（042）598-1011（代） 

http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/ 

・奥多摩町 （住民課） 

〒198-0212  東京都西多摩郡奥多摩町氷川 215 番地 6 

ＴＥＬ：（0428）83-2111(代) 

http://www.town.okutama.tokyo.jp/ 


